
【必読】令和8年6月1日改定対応のバージョンアップについて(３)

いつもご利用いただきありがとうございます。
カスタマーサクセス部です。

本お知らせにつきましては、お知らせ欄に掲載されている

【【必読】令和8年6月1日改定対応のバージョンアップについて(１)/(２)】

の続きの内容になります。
まだお読みになられていない場合は、先にご確認お願いいたします。

【重要なお知らせ】
今回のバージョン（3.06）では新点数の入力ができますが、
電子レセプト作成・新様式のレセプト用紙の印字は、未対応です。
※6月末対応予定

【主な改定内容(一部抜粋)】

■歯周病安定期治療(SPT)が『歯周病継続支援治療(SPT)』に変更
※歯周病重症化予防治療(P重防)廃止

■医療DX推進体制整備加算が電子的診療情報連携体制整備加算に変更
※明細書発行体制等加算の併算定不可

■新製有床義歯管理料　１口腔単位での算定から１装置ごとの算定に変更

■歯科巡回診療に対応(設定箇所追加、30/100加算に対応)

■歯科外来・在宅ベースアップ評価料(設定箇所拡張/継続を追加)

■歯科技工所ベースアップ支援料を追加(実績報告用に技工所のカウントに対応)

■テンポラリークラウン・リテーナー・歯周治療用装置(冠)等が暫間歯冠補綴装置に統一
※テンポラリークラウンが前歯のみ→臼歯も対応

その他、多数の改定内容に対応しております。
詳細はユーザーサイトよりバージョンアップ案内文　3.06を参照ください。

※ご連絡いただいた際、ユーザーサイトをご案内させて頂く場合がございます。
予めご了承くださいませ。

【ユーザーサイトの閲覧方法】

１．デスクトップの「POWER5G専用サイト」または「ユーザーサイト」アイコンを起動

２．ヘルプデスク電話番号記載シールのQRコードをスマートフォンで読み取ってアクセス

３． URLをブラウザに入力してアクセス
　URL：https://contents.dentalsystems.jp/knowledge

【ユーザーサイトの操作手順】

１．バージョンアップ情報をクリック

２．バージョンアップ内容の詳細はこちら【最終更新〇年〇月〇日】をクリック

３．『バージョンアップ　3.06』をクリック

以上、何卒よろしくお願い申し上げます。


